
   リサイクルプラザ再生家具の提供に関する要綱  

（目的）  

第１条 この要綱は、リサイクルプラザ（以下「プラザ」という。）において  

 家庭から不用品として排出された家具類を補修し、再生したもの（以下「再  

 生家具」という。）を市民に提供することにより、リサイクル品の普及及び  

 リサイクル意識の高揚を図ることを目的とする。  

（再生家具の種類）  

第２条 再生家具の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。  

 (１ ) 和だんす 

 (２ ) 洋だんす 

 (３ ) 茶だんす 

 (４ ) 本棚 

 (５ ) 座卓  

 (６ ) テーブル 

 (７ ) いす 

 (８ ) その他 

（提供）  

第３条  再生家具の提供は、原則として４月ごとに１回行うものとする。  

２   前項に規定するもののほか、リサイクル意識の高揚が図られる場合には、  

  臨時に再生家具の提供を行うものとする。  

（提供の方法）  

第４条 再生家具の提供は、次に掲げる方法からプラザの館長（以下「館長」  

  という。）が、選択して行うものとする。  

 (１ ) 再生家具にそれぞれ番号及び提供価格を付して展示し、購入希望者を募 

   集する。 

 (２ ) 再生家具にそれぞれ番号を付して展示し、購入希望者において希望価格 

  を明記する入札方式で募集する。 

２   前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認める場合は、別の方法によ  

  り提供することができる。  

（申込み）  

第５条 購入希望者は、前条第１項第１号の規定による募集については、アイ  

 クル再生家具購入申込書（第１号様式）を、同項第２号の規定による募集に  

  ついては、アイクル再生家具入札申込書（第２号様式）を館長に提出しなけ  

  ればならない。この場合において、申込みをすることができる再生家具の数  



  は、一の募集につき１人当たり２個を限度とする。  

２   購入希望者は、満 18歳以上の者に限るものとする。  

（提供の決定及び通知）  

第６条 第４条第１項第１号の規定による募集に対し複数の申込みがあるとき  

  は、抽選により提供する者を決定するものとする。この場合において、提供  

  する者が辞退した場合は、再び抽選を行い、提供する者を決定するものとし、  

  以下同様とする。  

２   第４条第１項第２号の規定による募集に対し複数の申込みがあるときは、  

  最高の価格をもって申込みした者を落札者とする。この場合において、落札  

  となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、協議又はくじにより  

  決定するものとする。  

３   前項の規定により落札者となった者が提供を辞退した場合は、他の者のう  

  ち最高の価格をもって申込みをした者を落札者とし、以下同様とする。  

４   館長は、前３項の規定により再生家具を提供する者（以下「譲受者」とい  

  う。）を決定したときは、郵送等により譲受者に通知するとともに、プラザ  

 内に結果を掲示するものとする。  

（提供価格の納入）  

第７条   譲受者は、再生家具の引渡しの前に提供価格を支払うものとする。  

（台帳の整備）  

第８条   館長は、提供した再生家具の台帳を作成し、常に整備しておくものと  

  する。  

（その他の事項）  

第９条   この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、資源循環部長が定める。  

      附   則  

  この要綱は、平成13年５月４日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成17年２月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

  附  則  

この要綱は、平成27年３月１日から施行する。 

 



第１号様式（第５条第１項関係）  
 

整理番号   
 

アイクル再生家具購入申込書  年 月 日  

希望品の番号  再生家具の種類  提供価格  
(どちらか○で囲ってください。) 

No.  有償(      円 ) 

無  償  

申 
 

込 
 

者 

   
 郵便番号    －        

   
 住   所    

   
 ふりがな                 

   
 氏   名  

(姓 ) (名 )   

   
 電話番号     －      －        

   
 

 

整理番号   
 

アイクル再生家具購入申込書(申込者控)  年 月 日  

希望品の番号  再生家具の種類  提供価格  
(どちらか○で囲ってください。) 

No.  有償(      円 ) 

無  償  

申
込
者 

   
 

氏  名  
(姓 ) (名 )   

    
  （注）１ 申込みは、一の募集につき１人当たり２個までとします。 

     ２  申込みは、満18歳以上の方とします。 

     ３  提供価格のある家具は、有償を○で囲み表示されている金額 

      も記入してください。 

     ４  申込者が複数の場合は、抽選により決定します。 

     ５  引渡しは、代金納入後に、申込者控えと交換で行います。 

     ６  再生家具の運搬は、各自で行ってください。 

     ７  引渡し場所は、横須賀市リサイクルプラザ（愛称：アイクル） 

      とします。 

き り  と  り  せ  ん  



第２号様式（第５条第１項関係）  
 

整理番号   
 

アイクル再生家具入札申込書  年 月 日  

希望品の番号  再生家具の種類  入 札 金 額  

No.  
円  

申 
 

込 
 

者 

   
 郵便番号    －        

   
 住   所    

   
 ふりがな                 

   
 氏   名  

(姓 ) (名 )   

   
 電話番号     －      －        

   
 

 

整理番号   
 

アイクル再生家具入札申込書(申込者控)  年 月 日  

希望品の番号  再生家具の種類  入札金額  

No.  
円 

申
込
者 

   
 

氏  名  
(姓 ) (名 )   

    
  （注）１ 申込みは、一の募集につき１人当たり２個までとします。 

     ２  申込みは、満18歳以上の方とします。 

     ３  入札金額欄には、引取希望価格を記入してください。 

     ４  申込者が複数の場合は、入札金額の最高額の者をもって提供 

      決定者とします。 

     ５  引渡しは、代金納入後に、申込者控えと交換で行います。 

     ６  再生家具の運搬は、各自で行ってください。 

     ７  引渡し場所は、横須賀市リサイクルプラザ（愛称：アイクル） 

      とします。 

き り  と  り  せ  ん  


